
令
制
衛
府
制
度
の
研
究

｜
同
家
儀
礼
の
観
点
か
ら
1

畑

隆

夫

問
題
提
起

こ
れ
ま
で
、
衛
府
と
い
う
も
の
の
存
在
は
当
然
の
ご
と
く
認
め
ら

れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
役
割
の
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
さ
れ
て

き
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
衛
府
と
い
う
機
構
は
、
中
央
武
力
編

成
の
た
め
の
組
織
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
通
説

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
唱
え
ら
れ
た
の
は
、
笹
山
晴

生
氏
の
一
九
八
五
年
に
出
版
さ
れ
た
論
文
集
『
円
木
古
代
衛
府
制
度

の
研
究
』
で
あ
る
。
氏
は
八
位
紀
に
始
ま
る
衛
府
制
度
を
研
究
対
象

と
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
中
衛
府
・
授
刀
舎
人
・
近
衛
府
・
帯
刀
舎
人

な
ど
を
主
要
な
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て

が
、
律
令
制
成
立
の
後
に
新
設
さ
れ
た
綴
衛
軍
で
あ
る
こ
と
に
明
確

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
研
究
視
角
は
、
権
力
上
層
に
位
置

す
る
貴
族
上
層
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
と
関
連
さ
せ
て
、

藤
原
氏
に
よ
る
皇
嗣
擁
護
の
た
め
の
親
衛
軍
創
設
、
権
力
維
持
の
た

め
の
軍
事
的
基
盤
、
摂
関
政
治
体
制
と
の
関
係
を
解
明
す
る
と
い
う

主
に
政
治
的
側
面
か
ら
の
も
の
で
あ
づ
た
。

笹
山
氏
に
よ
る
と
、
街
府
制
度
の
原
形
は
衛
門
府
・
左
右
衛
士
府

・
左
右
兵
衛
府
の
五
府
で
構
成
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
五
衛
府
制
で
、

大
宗
律
令
の
施
行
前
後
に
は
そ
の
成
な
を
み
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
瓦
衛
府
の
職
務
を
要
約
す
れ
ば
、
店
内
の
宿
衛
、
わ
幸
の
警

備
、
宮
城
諸
門
の
時
盟
国
衛
、
京
中
巡
検
（
左
右
兵
衛
府
・
注
右
衛
土
府

が
行
な
う
）
一
月
日
・
即
位
・
蒸
客
人
朝
な
ど
の
お
り
の
儀
伎
、
政
変

時
の
軍
事
行
動
、
囚
人
の
監
視
、
護
送
等
と
な
る
。

こ
う
し
た
特
色
を
も
っ
五
衛
府
制
度
の
成
立
に
関
し
て
笹
山
氏
は
、

全
国
的
兵
士
徴
兵
制
に
よ
っ
て
召
集
さ
れ
る
衛
ム
ト
は
大
化
前
代
の
丁

制
を
、
郡
司
子
弟
な
ど
か
ら
採
用
さ
れ
る
兵
衛
は
大
化
前
代
の
合
人

制
を
、
そ
れ
ぞ
れ
継
点
し
て
い
る
と
さ
れ
、
令
制
五
衛
府
は
大
化
改

新
の
と
き
の
衛
部
を
端
緒
に
、
天
武
朝
の
兵
衛
制
整
備
を
経
て
、
持

統
朝
の
兵
士
制
成
立
・
藤
原
京
造
営
を
背
景
に
、
大
宝
令
施
行
と
と

も
に
確
立
し
て
い
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
υ

氏
は
、
日
本
書
紀
、

続
日
本
紀
を
中
心
に
、
衛
府
制
度
の
成
立
と
展
開
を
論
じ
ら
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
論
は
、
政
治
史
中
心
の
や
や
偏
っ
た
観
点
か
ら
の
み
の

も
の
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
の
た
め
か
、
五
衛
府
制
度
も
藤

原
陰
謀
史
観
か
ら
脱
却
で
き
な
い
た
め
に
、
概
説
的
に
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
忌
近
で
は
土
日
瀬
公
律
子
氏
（
1
や
鳥
谷
智
文
氏

2
な
ど

が
、
「
儀
式
」
と
い
う
観
点
か
ら
衛
府
制
度
を
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
両
氏
は
主
に
平
安
時
代
を
中
心
に
諭
を
展

開
さ
れ
て
お
り
、
七
、
八
位
紀
の
衛
府
制
度
に
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
武
同
佐
知
子
氏
（
3

｝
な
ど
は
、
衣
服
の
観
点
か

ら
、
七
府
紀
の
儀
式
に
お
け
る
武
官
の
役
割
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
衛
府
と
は
争
体
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
、
い
か
に
成
立

し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
笹
山
氏
は
、
衛
土
は

符
城
内
の
警
備
、
京
内
の
治
安
維
持
の
た
め
の
不
可
欠
な
武
力
と
し

て
、
兵
衛
が
天
皇
の
側
近
侍
官
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
を
統
括
す
る
衛
府
は
中
岡
（
唐
）
の
府
兵
制
を
モ
デ
ル
に
し

て
成
L

比
し
た
（
ご
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
大
筋
で
は
支

持
し
う
る
の
だ
が
、
七
・
八
世
紀
の
よ
う
な
国
際
情
勢
の
中
に
生
じ

た
と
い
う
の
も
衛
府
の
職
掌
と
し
て
何
ら
か
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
私
は
、
た
だ
中
央
軍
備
・
都
域
整
一
衛
の
た
め
だ
け
に
、

何
千
も
の
衛
土
・
兵
衛
が
徴
集
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら

に
、
口
本
国
内
の
政
治
的
動
向
だ
け
で
成
立
要
国
を
語
る
こ
と
も
で

き
な
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
笹
山
氏
の
見
解
を
検
証
し

つ
つ
論
じ
て
い
き
た
い
。
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国
際
情
勢

七
附
い
紀
後
半
、
新
緑
は
庶
と
の
対
立
が
ま
だ
冷
め
き
っ
て
お
ら
ず
、

唐
と
背
後
の

U
本
が
子
を
結
、
び
、
挟
撃
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。



そ
こ
で
、
朝
貢
と
い
う
か
た
ち
で
日
本
に
緩
近
し
て
く
る
。
天
智
四

年
（
六
六
八
）
、
府
に
滅
。
ほ
さ
れ
た
高
句
麗
の
遺
将
が
、
唐
の
支
配

に
対
し
反
乱
を
お
こ
す
。
朝
鮮
半
島
を
領
有
し
た
い
新
羅
は
、
朝
鮮

半
烏
か
ら
唐
の
勢
力
を
駆
逐
す
る
き
っ
か
け
に
し
よ
う
と
し
、
高
句

麗
遺
将
の
反
乱
に
手
助
け
を
す
る
。
さ
ら
に
、
天
智
六
年
（

L

ハ
七

O
）

新
羅
は
唐
が
領
有
し
て
い
る
旧
百
済
領
に
侵
攻
す
る
。
こ
れ
に
対
し

唐
は
天
智
七
年
（
六
七
一
）
、
新
羅
に
攻
め
入
る
が
新
羅
の
抵
抗
に

あ
い
、
あ
え
な
く
失
敗
す
る
。
ま
た
、
と
の
時
、
府
使
、
新
羅
使
が

来
日
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
来
日
理
由
は
違
っ
て
い
た
（
2
0

旧

百
済
領
を
山
領
す
る
熊
津
都
督
府
は
、
新
羅
を
索
制
す
る
た
め
に
使

者
を
日
本
に
よ
こ
し
、
逆
に
新
羅
は
、
日
本
と
友
好
関
係
を
維
持
し

て
、
底
に
加
担
し
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
い
、
唐
に
対
す
る
抵
抗
を

強
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
り
、
新
羅
は
日

本
に
朝
貢
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
府
は
．
大
武
」
一
年
（

L

ハ
七
凶
）

再
度
新
羅
を
攻
め
る
。
が
、
ま
た
し
て
も
失
敗
に
終
わ
り
、
翌
天
武

四
年
（
六
七
五
）
に
は
、
新
羅
は
大
同
江
以
出
を
統
一
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
う
し
た
中
、
日
本
は
新
羅
と
の
朝
貢
関
係
を
強
化
し
て
い

き
、
唐
と
は

EX
武
期
ま
で
国
交
が
途
絶
え
る
こ
と
に
な
る
。
天
武
五

年
（
六
七
六
）
に
は
、
新
羅
は
情
か
ら
朝
鮮
半
島
の
統
一
を
了
承
し

て
も
ら
い
、
円
本
に
朝
貢
す
る
必
要
性
は
な
く
な
っ
た
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
日
本
は
執
助
に
新
羅
に
朝
貢
を
求
め
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
、

壬
申
の
乱
以
後
政
権
を
握
っ
た
天
武
天
皇
は
律
令
国
家
を
築
き
上
げ

る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
律
令
同
家
形
成
の
た
め
に
必
要
な
「
蕃
国
」

は
新
羅
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
朝
員
関
係
を

新
経
に
承
認
・
維
持
さ
せ
る
た
め
に
も
強
力
な
同
家
の
建
設
が
必
要

だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
天
武
は
権
力
掌
握
の
た
め
、
急
激
で
強
力
な

国
政
改
革
を
行
な
っ
て
い
く
。

一
方
、
八
股
紀
前
半
の
同
際
情
勢
は
、
日
本
と
新
羅
の
関
係
を
中

心
に
み
て
い
く
と
、
新
羅
は
朝
鮮
半
島
統
一
以
来
、
日
本
に
対
し
て

ほ
ぼ
毎
年
朝
貢
を
し
、
表
面
的
に
は
安
定
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

日
本
が
大
宝
律
令
の
中
に
設
定
し
た
新
羅
と
の
関
係
（
蕃
同
）
に
新

経
は
不
満
を
胞
き
な
が
ら
も
認
め
ざ
る
を
得
な
か
づ
た
。
よ
う
や
く

半
島
統
一
を
実
現
し
た
新
羅
に
と
っ
て
、

A

一
．
同
問
戦
争
、
唐
・
新
羅

戦
争
と
続
い
た
長
い
戦
争
に
よ
る
国
土
の
荒
廃
、
民
衆
の
疲
弊
を
回

復
し
、
一
て
地
域
の
和
合
を
実
現
す
る
統
一
凶
山
本
建
設
が
民
優
先
課
題

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
口
本
は
中
国
王
朝
を
中
心
と
す
る
大
院
界
の
中
に
お
い
て
、

そ
れ
に
包
含
さ
れ
る
小
世
界
を
形
成
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
中
同
王

朝
世
界
を
模
倣
し
な
が
ら
、
自
己
慌
界
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
当
時
の

H
本
の
世
界
観
の
な
か

で
の
最
も
先
進
同
で
あ
っ
た
唐
の
制
度
を
模
倣
し
て
い
た
。
唐
は
冊

封
関
係
の
維
持
に
あ
た
っ
て
、
視
覚
的
威
容
を
最
も
重
視
し
て
い
た
。

附
封
関
係
国
の
み
な
ら
ず
、

H
本
な
ど
化
外
悶
の
使
者
も
唐
の
強
大

な
同
力
を
目
の
あ
た
り

J

に
し
て
、
脅
威
と
羨
望
か
ら
朝
貢
し
て
い
た

に
違
い
な
い
。
そ
の
唐
を
模
倣
し
て
い
た
日
本
も
当
然
、
新
経
と
の

関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
都
城
・
法
典
の
整
備
、
国
家
儀
礼
に

お
け
る
軍
事
的
パ
フ
ォ
！
マ
シ
ス
（
着
飾
っ
た
儀
佼
兵
に
よ
る
整
列

・
パ
レ
ー
ド
）
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
軍
事
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

必
要
不
吋
欠
で
あ
っ
た
儀
伏
兵
は
長
衛
府
の
担
当
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
山
中
央
軍
備
・
都
城
警
衛
だ
け
で
な
く
、
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

の
た
め
に
何
千
も
の
衛
上
・
兵
衛
が
徴
集
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
国
際
情
勢
を
念
頭
に
、
ギ
八
武
期
か
ら
の
動
向
を
み
て
い

／
＼
。
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天
皇
親
衛
軍
の
整
備

様
々
な
改
革
の
な
か
、
宮
廷
武
力
に
関
す
る
施
策
と
し
て
、
天
武

一
一
年
（
六
七
一
二
年
）
、
中
央
豪
族
に
対
し
、
初
め
て
出
身
す
る
者
は

ま
ず
大
舎
人
と
し
て
仕
え
、
そ
の
後
、
才
能
に
応
じ
て
適
当
な
職
に

あ
て
る
と
い
う
、
川
来
の
ト
、
不
リ
の
布
し
た
天
皇
や
皇
族
に
対
す
る

私
的
隷
属
関
係
を
一
掃
し
、
ロ
人
機
構
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
意
凶

し
た
詔
が
だ
さ
れ
た
『
1
0

ま
た
、
天
武
五
年
（
六
七
六
）
に
は
、

地
方
首
長
層
の
宮
途
を
容
認
す
る
勅
が
だ
さ
れ
て
い
る
（
工
。
こ
れ

も
、
地
ト
刀
豪
族
崩
を
ま
ず
大
舎
人
と
し
て
出
身
さ
せ
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
中
央
豪
族
・
地
方
豪
族
屑
を
律
令
官
僚



制
に
編
入
し
、
大
舎
人
か
ら
出
身
さ
せ
る
方
式
が
確
立
し
た
。
た
だ

し
、
天
武
朝
に
は
大
会
口
人
と
兵
衛
と
の
間
に
明
確
な
階
崩
的
差
別
が

存
在
し
て
お
ら
ず
、
令
制
「
大
舎
人
」
「
兵
衛
」
未
分
化
の
ト
ネ
リ

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
大
宝
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、

内
合
人
大
舎
人
！
兵
衛
と
い
う
、
畿
内
豪
族
優
位
の
階
層
が
形
成

さ
れ
、
令
制
舎
人
の
体
制
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

し
ハ
世
紀
以
来
、
皇
族
や
中
央
豪
族
に
従
属
し
、
そ
の
武
力
の
主
要
な

基
盤
と
な
っ
て
い
た
畿
内
の
中
小
豪
族
や
地
方
豪
族
は
、
天
武
朝
に

い
た
り
、
そ
れ
ら
の
皇
族
・
豪
族
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
「
大
舎
人
」

と
し
て
官
僚
制
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
（
1
0

「
大
合
人
」

の
う
ち
武
L
J
あ
る
者
の
多
く
は
、
武
装
し
て
宵
門
警
衛
・
宿
衛
に
あ

た
り
、
儀
礼
に
お
い
て
儀
佼
兵
と
し
て
列
L

は
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
令
制
大
合
入
寮
・
衛
府
の
前
身
と
な
る
官
可
が
成
な
す
る
に

お
よ
び
、
「
大
舎
人
」
「
兵
衛
」
に
分
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

兵
衛
の
確
実
な
初
見
は
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
八
年
（
し
ハ
七
九
）
二

月
丙
戊
条
で
あ
る
か
ら
、

一
二
月
字
巳
朔
丙
成
、
兵
衛
大
分
君
稚
見
死
。
蛍
壬
中
大
役
、
為

先
鋒
之
、
（
後
略
）

天
武
八
年
以
前
に
は
分
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
で
に

天
武
朝
以
前
の
ト
ネ
リ
に
お
い
て
も
、
諸
問
の
地
点
豪
族
と
と
も
に
、

畿
内
の
中
小
豪
族
が
そ
の
武
力
の
大
部
分
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
天
武
朝
に
始
ま
る
令
制
の
兵
衛
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
も
大
き
な
脱
皮
が
は
か
ら
れ
、
か
つ
て
の
臣

遠
大
夫
層
の
配
下
の
人
々
を
も
含
み
こ
ん
だ
、
よ
り
広
汎
な
基
般
聞
を

も
っ
国
家
的
な
制
度
へ
と
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

ま
た
、
一
大
武
阿
年
（
六
七
五
）
以
降
、
畿
内
の
官
人
婦
に
対
し
、
武

認
を
備
え
、
兵
馬
の
術
に
習
練
す
べ
き
と
命
じ
て
い
る
官
人
武
装
化

政
東
が
頻
繁
に
だ
さ
れ
て
い
る
ヘ
9

）
。
そ
の
際
た
る
も
の
と
し
て
、

天
武
十
三
年
（

L

ハ
八
四
）
に
だ
さ
れ
た
J

一
部
が
あ
る

7
2
0

切
開
口
、
来
年
九
月
、
必
閲
之
。
因
以
教
行
寮
之
進
止
威
儀
。

X

引
同
日
、
凡
政
要
者
軍
事
也
。
是
以
、
文
武
官
諸
入
、
務
羽
目
別
兵
、

反
乗
馬
。
則
馬
兵
、
井
中
国
身
装
束
之
物
、
務
日
六
儲
足
。
共
布
馬

者
為
騎
L
1
0

無
馬
者
為
歩
卒
。
並
A
V

川
試
練
、
以
勿
障
於
衆
舎
。
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こ
れ
ら
諸
氏
の
ど
の
論
に
よ
る
か
を
こ
こ
で
検
証
し
て
い
き
た
い

と
思
う
。
ま
ず
、
と
の
時
代
に
お
い
て
の
変
動
に
つ
い
て
、
必
ず
怠

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
国
際
情
勢
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う

に
、
天
武
期
は
唐
・
新
羅
の
対
立
に
よ
り
、
頻
繁
に
外
交
使
節
が
来

日
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
新
羅
か
ら
の
朝
貢
を
維
持
さ

せ
る
た
め
に
も
強
大
な
凶
力
を
ぷ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
期

で
も
あ
る
。
そ
れ
を
ぷ
す
場
こ
そ
が
、
外
交
使
節
が
参
列
す
る
儀
礼

の
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
武
期
の
政
治
の
場
で
あ
る
飛
鳥
浄
御

原
宮
に
は
、
壮
大
な
儀
礼
が
行
な
え
る
ほ
ど
の
朝
堂
院
が
存
紅
が
確

認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
次
に
検
証
し
て
い
き
た
い
の
は
、
宮
の

変
化
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
難
波
長
柄
豊
儲
宮
に
は
大
規
模
な
朝

堂
院
が
必
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
遷
都
し
た
飛
鳥

浄
御
原
宮
に
は
、
な
ぜ
同
規
模
の
朝
常
院
の
存
作
が
修
一
内
助
さ
れ
て
い



な
い
の
か
。
も
し
、
存
在
し
な
か
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
そ
れ
は
、

飛
鳥
浄
御
原
宮
の
造
営
過
程
と
、
こ
の
後
造
常
さ
れ
る
藤
原
京
に
関

係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
飛
鳥
浄
御
原
宮
は
、
壬
中
の
乱
後
、
と
り

あ
え
ず
の
宵
と
し
て
造
常
さ
れ
た
宮
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
壬
申
の

乱
の
整
理
が
や
っ
と
落
ち
着
い
て
き
た
天
武
五
年
（
六
七
六
）
以
降
、

新
訟
の
候
補
地
を
探
さ
せ
て
い
る

7
1
0

さ
ら
に
、
外
交
儀
礼
は
す

べ
て
難
波
長
柄
豊
碕
宮
で
行
な
わ
れ
、
そ
の
他
の
儀
礼
も
以
前
の
官

で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
飛
鳥
浄
御
原
宵
は
、
天
武
期
か
ら
構

想
が
あ
フ
た
藤
原
京
が
完
成
す
る
ま
で
の
一
時
的
な
一
円
で
あ
り
、
さ

ら
に
壬
中
の
乱
以
後
の
混
乱
の
た
め
、
儀
礼
を
行
な
う
た
め
の
朝
登

院
ま
で
手
が
ま
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
だ
ろ

う
か
、
天
武
八
年
（
六
七
九
）
以
降
、
藤
原
京
に
遷
都
す
る
直
前
ま

で
の
持
統
六
年
（
し
ハ
九
て
）
ま
で
外
国
使
が
入
京
し
た
と
い
う
記
事

は
見
当
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
、
天
武
期
に
だ
さ
れ
た
詔
や
勅
を
分
類
し

て
み
よ
う
と
忠
う
。
爵
位
の
記
事
を
除
く
と
、
管
見
の
限
り
、
六
五

の
詔
や
勅
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
特
に
、
税
に
関
す
る
記
事
が

卜
五
と
多
く
、
そ
の
次
に
儀
礼
ゃ
い
火
般
（
十
四
）
、
徴
発
（
十
一
）

に
関
す
る
記
事
が
多
い
こ
と
に
気
付
く
（
1

6

、
。
税
に
関
す
る
記
事
は

ほ
と
ん
ど
が
一
時
的
な
も
の
な
の
で
、
そ
れ
を
除
い
て
考
え
る
と
儀

礼
に
関
す
る
詔
や
勅
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
儀
礼
の
こ
と

が
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
関
心
事
と
し
て
高
か
っ
た
と
と
を
表
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
と
し

て
、
天
武
四
年
（
六
七
五
）
以
降
、
畿
内
国
か
ら
「
歌
男
火
、
伎
人
」

な
ど
を
徴
発
す
る
詔
が
し
ば
し
ば
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
（
1
1
0

こ
れ
ら
が
儀
礼
に
は
必
要
な
構
成
員
で
あ
る
と
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
以
上
の
検
証
に
、
さ
ら
に
武
田
氏
が
行
な
わ
れ
た
『
衣
服
令
』

ヱ
日
衛
令
』
と
儀
礼
に
お
け
る
武
官
と
の
関
連
、
天
武
十
二
一
年
の
三

訴
の
解
釈
と
い
う
検
証

F
1
1
を
踏
ま
え
る
と
、
天
武
期
に
お
け
る
白

人
武
装
化
政
策
は
、
中
国
を
中
心
と
し
た
国
際
関
係
上
に
お
け
る
儀

礼
の
重
要
性
、
そ
の
さ
い
の
武
宵
の
装
束
の
視
覚
的
効
果
を
期
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
国
際
関
係
上
の
地
位
の
新
羅
に
対
す
る
優
位

の
保
全
・
確
認
を
企
図
す
る
た
め
の
外
交
儀
礼
に
お
け
る
儀
伎
兵
の

養
成
を
念
頭
に
お
い
た
政
策
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
天

武
卜
年
（

律
令
軍
制

吹
の
リ
ズ

お
け
る
そ

集
団
を
創

成
さ
れ
た

が
あ
っ
て

教
訓
か
ら

先
述
し
た

凶
際
情
勢

い
る
。
仮

必
要
と
し

隊
は
必
要

あ
げ
る
こ

こ
の
時
期

先
述
し
た

り
、
儀
伎

い
う
の
が

ト
刀
を
記
し

に
お
い
て

己
卯

主
人

と
い
う
記

の
載
せ
た

る
。
そ
の

記
事
よ
り

式
』
大
儀

は
あ
る
に

る
儀
式
に

推
論
の
う

た
点
も
み

レ
1
ド
を

と
推
測
さ

公
卿

γ

臼
寮
、
拝
朝
如
元
曾
儀
。
丹
比
嶋
真
人
輿
布
勢
御

朝
臣
、
ト
奏
賀
版
。

事
が
あ
り
、
そ
れ
を
怠
味
す
る
記
事
は
、
第
一
章
第
二
節

白
雄
元
年
（
六
五

O
）
二
月
申
巾
条
に
あ
た
る
と
思
わ
れ

記
事
に
も
同
様
に
「
如
元
命
日
儀
」
と
あ
り
、
持
統
阿
年
の

も
さ
ら
に
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
『
延
喜

条
〈
2

1

）
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
多
少
の
違
い

せ
よ
、
こ
の
時
期
の
儀
杖
も
『
延
喜
式
』
に
書
か
れ
て
い

近
い
方
法
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
こ
う
し
た

え
、
陣
法
の
内
・
符
に
儀
杖
に
お
け
る
兵
の
行
動
に
似
通
つ

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
外
交
使
節
の
眼
前
で
一
糸
乱
れ
ぬ
パ

行
な
う
大
規
模
な
儀
杖
兵
の
創
設
を
意
図
し
て
い
た
も
の

れ
る
。

六
八
一
）
頃
に
陣
法
が
制
定
さ
れ
る
（
1
1
0

陣
法
と
は
、

に
お
い
て
戦
時
に
お
け
る
基
本
隊
形
の
組
成
の
仕
方
、
鼓

ム
に
よ
る
列
也
、
行
進
な
ど
の
挙
動
パ
タ
ー
ン
、
平
時
に

れ
ら
の
教
練
操
典
の
こ
と
で
、
均
質
に
訓
練
さ
れ
た
兵
士

設
す
る
共
通
教
練
の
基
礎
で
あ
り
、
兵
政
官
に
よ
っ
て
作

と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

1
1
0

こ
の
陣
法
は
何
の
目
的

作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
山
村
江
の
敗
戦
で
の

か
、
そ
れ
と
も
、
地
方
豪
族
へ
の
威
圧
の
た
め
だ
ろ
う
か
。

よ
う
に
地
方
豪
族
層
は
天
武
政
権
に
従
属
し
て
い
る
し
、

も
新
枕
慌
の
朝
鮮
半
島
統
一
に
よ
っ
て
一
応
は
落
ち
い
省
い
て

想
敵
国
が
な
い
こ
の
時
期
、
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
軍
隊
は

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
国
家
を
形
成
し
て
い
く
上
で
軍

不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
可
然
、
軍
隊
と
し
て
の
機
能
を

と
も
意
附
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
見
と
し
て
は
、

に
陣
法
が
だ
さ
れ
た
煙
由
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

官

人

武

装

化

政

策

に

類

似

し

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

つ

ま

一

に

お

け

る

兵

の

行

動

を

日

頃

の

訓

練

で

情

っ

て

い

こ

う

と

崎

真

の

日

的

で

は

な

か

ろ

う

か

。

乙

の

時

期

の

儀

伎

の

在

り

一

た
史
料
は
な
い
が
、
持
統
凶
年
（
L

ハ
九

O
）
正
月
己
卯
条



以
上
の
考
察
か
ら
、
天
武
朝
と
は
律
令
国
家
形
成
期
に
あ
た
り
、

そ
の
中
で
も
外
交
儀
礼
が
特
に
重
要
性
を
増
し
、
律
令
国
家
を
運
営

し
て
い
く
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
最
毛
要
課
題
で

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

四

藤
原
京
造
営
と
衛
府
制
度

一
方
、
天
武
期
の
施
策
を
受
け
継
い
だ
持
統
朝
で
は
会
大
変
革
が

お
と
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
初
の
都
城
で
あ
る
藤
原
京
造
営
と

本
格
的
な
律
令
法
典
で
あ
る
飛
鳥
浄
御
原
令
の
制
定
、
そ
し
て
全
人

民
把
握
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
庚
寅
年
籍
の
作
成
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
制
度
と
儀
礼
と
の
関
係
を
こ
こ
か
ら
み
て
い
き
た
い
と
岡
山
う
。

持
統
四
年
（
L

ハ
九

O
）
、
庚
寅
年
籍
が
作
成
さ
れ
、
全
人
民
が
国

司
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
；
2

；

庚

寅

年

籍

は

、

天

武
四
年
（
六
七
五
）
の
部
曲
廃
止
に
よ
る
、
全
人
民
の
公
民
化
の
実

現
を
う
け
て
、
持
統
一
七
年
（
六
八
九
）
か
ら
作
成
が
始
ま
り
、
持
統

凶
年
に
な
っ
，
て
完
成
し
た
一
戸
籍
の
こ
と
で
あ
る
？
と
。
こ
の
庚
寅
年

籍
は
以
後
、

μ
籍
は
六
年
ご
と
に
作
ら
れ
、
戸
籍
に
基
づ
く
班
山
収

授
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
毎
年
作
成
さ
れ
る
計
帳

に
基
づ
い
て
人
身
課
税
（
調
庸
雑
径
）
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
、
造
籍
と
同
時
に
兵
土
が
徴
発
さ
れ
、
以
後
毎
年
の
計
帳

作
成
時
に
徴
兵
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
持
統
八
年
（
六
九
凶
）
、

藤
原
京
が
造
営
さ
れ
る
が
＼
2

4

）
、
そ
の
広
大
な
京
域
の
整
備
、
諸
門

の
警
衡
、
内
裏
宿
直
、
さ
ら
に
朝
堂
院
を
舞
台
に
し
て
行
な
わ
れ
る

同
家
儀
礼
に
お
け
る
儀
伎
の
た
め
に
、
膨
大
な
天
皇
親
街
頭
を
必
要

と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
藤
原
京
造
品
目
を
構
想
し
た
時

点
で
あ
ら
か
じ
め
予
見
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
藤
原
点
造
営
に

対
応
し
て
、
衛
府
制
度
も
構
想
さ
れ
繋
備
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
み

た
い
。
大
宗
令
制
下
、
衛
府
制
度
は
、
軍
同
兵
士
制
を
母
体
に
、
軍

国
兵
士
か
ら
選
抜
さ
れ
た
衛
土
を
中
心
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
と
す

れ
ば
、
兵
士
制
が
出
発
し
た
持
統
四
年
（
し
ハ
九

O
）
と
そ
衛
士
制
の

出
発
点
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
持
統
六
年
（
L

ハ
九
一
－
）
‘
十
数

年
ぶ
り
に
新
白
紙
使
を
入
京
さ
せ
た

2
と
の
も
、
衛
士
制
の
成
立
に
と

も
な
い
、
迎
接
儀
礼
に
お
い
て
堂
々
た
る
儀
伏
兵
の
列
し
は
が
吋
能
に

な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
振
原
京
の
完
成
と
と

も
に
、
そ
の
官
円
の
規
模
と
、
国
家
儀
礼
の
威
容
に
み
あ
う
だ
け
の
衛

士
徴
発
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
徴
発

さ
れ
た
衛
上
を
統
率
す
る
衛
府
の
原
型
も
姿
を
現
わ
し
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
を
推
測
さ
せ
う
る
史
料
と
し
て
は
藤
原
宮
木
簡
が

あ
る
（
；
一
。

藤
原
宮
木
簡

S
D
1
7
0
外
様

①
ト
江
衛
士
府
解
日

②

粟

回

申

民

部

省

安

二

慮

衛

士

検

校

定

十

月

甘

口

（

九

カ
）
日

③

口

衛

土

問

人

馬

人

豊

口

口

④
少
子
ア
門
衛
士
口
送
建
ア
口
（
門
カ
）

『
続
日
本
紀
』
大
宝
厄
年
（
七

O
－
）
八
月
丙
寅
条
の
「
加
差
衛
上

と
い
う
記
事
は
、
大
宝
律
令
の
整
備
に
と
も
な
う
、
国
家
儀
礼
の
さ

ら
な
る
壮
大
化
に
よ
り
、
衛
仁
数
の
不
足
が
問
題
と
な
り
、
衛
土
を

摺
民
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
大
吉
元
年
八
月
よ
り

も
以
前
の
段
階
で
衛
士
は
出
現
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
藤
原
宮

か
ら
、
右
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
衛
士
の
文
字
が
み
え
る

木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
年
代
が
特
定
で
き
ず
、
ま
た
、
②
の
よ
う

に
あ
き
ら
か
に
し
人
宝
令
制
下
の
も
の
も
あ
る
が
、
中
に
は
大
宝
令
以

前
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
悔
い
山
崎
生
氏
は
、

「
丘
衛
府
制
の
成
立
と
展
開
」
の
な
か
で
、
衛
上
の
成
し
は
に
は
都
城

が
関
係
し
て
い
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

氏
は
衛
十
制
・
衛
府
制
の
確
L
U
し
た
時
期
を
大
宗
元
年
に
お
い
て
い

る
。
し
か
し
、
藤
原
京
と
い
う
前
代
未
聞
の
巨
大
都
城
を
つ
く
る
と

と
も
に
、
そ
の
前
段
階
に
お
い
て
す
で
に
兵
士
制
が
施
行
さ
れ
て
い

た
。
天
武
期
か
ら
の
長
い
構
惣
の
な
か
で
、
都
城
に
お
け
る
警
衛
の

必
要
性
も
当
然
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る

η

私
は
や
は
り
、
兵
士
制

の
成
伝
と
同
時
に
衛
土
制
が
成
立
し
た
と
み
た
い
。

-49 



五

天

武

持

統

期

の

外

交

儀

礼

ま
た
、
こ
の
時
期
の
外
交
儀
礼
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、

「
外
交
と
儀
礼
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
武
・
持
統
期
の
外
交
形
式
は
筑
紫
で
の
使
者
の
選
別
と
入
京
を

認
め
な
い
期
間
の
存
紅
が

H
に
つ
く
r

2

2

0

つ
ま
り
、
畿
内
政
権
か

ら
み
た
場
合
、
一
種
の
鎖
同
政
策
に
ち
か
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
。

氏
の
見
解
に
よ
る
と
、
と
の
よ
う
な
政
策
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、

外
国
使
が
畿
内
に
入
る
こ
と
を
制
限
し
、
国
家
の
外
交
権
を
皇
権
の

も
と
に
確
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
、
筑
紫
の
大
宰
の
権
限
を
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
大
宰
に
な
っ
た
人
物
は
‘
天
武
・
持
統
朝
に
お
い
て
は
皇
親
が

圧
倒
的
に
多
く
、
こ
れ
は
、
国
家
の
外
交
権
を
掌
挺
す
る
た
め
、
大

凶
・
大
夫
ら
の
迎
接
・
伝
達
方
式
を
排
し
、
迎
接
の
機
能
や
権
限
の

一
部
を
筑
紫
に
移
し
て
皇
親
や
信
頼
の
お
け
る
臣
下
を
そ
の
任
に
あ

て
、
皇
帝
が
す
べ
て
を
主
宰
す
る
中
国
的
な
外
交
儀
礼
を
採
用
で
き

る
よ
う
な
国
内
体
制
が
整
う
ま
で
、
筑
紫
で
お
も
な
外
交
交
渉
を
行

う
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
筑
紫
大
宰
に
は
使
者
の

選
別
を
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
『
日
本
書
紀
』

持
統
六
年
（
」
ハ
九
三
）
十
一
月
半
十
丑
条
に
は
、
難
波
館
で
新
羅
使
を

饗
禄
し
た
と
い
う
記
事
が
み
え
る
。
こ
れ
は
、
浄
御
原
令
施
行
に
よ

り
、
迎
接
・
外
交
儀
礼
に
関
す
る
規
定
や
使
者
の
迎
接
担
巧
宮
司

（
玄
蕃
寮
の
前
身
）
が
成
立
し
、
外
交
儀
礼
・
迎
接
の
場
が
整
い
、

さ
ら
に
、
白
王
権
の
確
伝
に
と
も
な
い
外
交
権
も
天
皇
の
大
権
事
項
と

し
て
篠
立
し
た
た
め
、
畿
内
で
の
儀
礼
が
行
え
た
。
ま
た
、
こ
の
時

期
、
藤
原
京
の
成
立
に
よ
り
、
外
国
使
に
対
し
て
天
県
が
姿
を
現
し

て
引
見
し
た
。
こ
れ
は
律
令
国
家
の
外
交
権
が
皇
権
の
も
と
に
擁
立

し
た
こ
と
を
象
徴
的
に
一
不
す
儀
式
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
氏
の
見
解

の
う
ち
、
外
交
儀
礼
の
整
備
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
大
筋
に
お
い
て

納
得
が
い
く
。
し
か
し
、
外
交
権
を
自
主
権
の
も
と
に
確
立
す
る
た
め

使
者
を
入
ボ
さ
せ
ず
、
鎖
国
政
策
を
行
な
っ
た
と
い
う
の
は
賛
成
し

か
ね
る
。
い
ま
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
私

田
島
公
氏

は
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
五
人
武
・
持
統
期
は
外
交
儀
礼
が
重
要
視

さ
れ
て
き
た
時
代
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
に

は
凶
家
儀
礼
の
場
で
あ
る
朝
常
院
が
な
く
、
ま
た
儀
杖
兵
も
未
整
備

で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
補
う
た
め
に
官
人
武
装
化
政
策
を
主
と
す
る
様

々
な
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
持
統
天
引

も
庚
寅
年
籍
・
兵
土
制
（
衛
士
制
）
な
ど
の
儀
杖
兵
の
徴
兵
制
を
確

立
し
、
藤
原
点
を
整
備
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
時
期
と
持
統
六

年
の
人
京
記
事
は
重
な
る
。
つ
ま
り
、
天
武
・
持
統
期
は
天
皇
が
外

交
権
を
掌
保
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
外
交
儀
礼
の
未
整
備
の

た
め
、
必
然
的
に
お
こ
っ
た
現
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
過
科
を
経
て
、
つ
い
に
律
令
同
家
と
し
て
の
日
本
が

形
成
さ
れ
て
き
た
が
、
ま
だ
未
成
熟
で
あ
っ
た
。
真
の
完
成
と
い
え

る
時
期
は
、
八
世
紀
初
頭
の
大
宝
・
養
老
律
令
の
完
成
を
待
た
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

／＼ 

大

宝

律

令

制

定

の

国

際

的

意

義

50 -

大
宝
一
厄
年
（
七

O
－
）
、
大
山
h

律
令
が
施
行
さ
れ
た
二

8
J

と
の

大
宝
律
令
の
完
成
は
、
聖
徳
太
子
以
降
、
日
本
の
支
配
者
層
達
が
望

ん
だ
、
日
本
の
本
格
的
な
律
令
同
家
の
確
立
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
八
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
国
際
的
地
位
に
少
な
か

ら
ず
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
続
日
本
紀
』
大
宗
一
川
年
正

月
乙
亥
条
で
は
、
朝
賀
儀
の
こ
と
次
の
よ
う
に
を
克
明
に
書
い
て
い

ヲ心。

天
皇
御
大
極
殿
受
朝
。
仕
バ
儀
於
正
門
樹
鳥
形
瞳
。
左
日
像
青
龍

朱

雀

幡

。

右

片

像

玄

武

白

虎

幡

。

蕃

夷

使

者

陳

列

左

右

。

文

物
儀
。
於
是
備
会
。

こ
こ
で
「
文
物
の
儀
こ
こ
に
備
わ
れ
の
」
と
宣
言
し
て
い
る
の
は
、

当
時
の
支
配
者
同
の
喜
、
ひ
と
自
信
の
表
明
で
あ
る
。

ま
た
、
大
宝
一
死
年
正
月
三
三

U
に
は
、
天
智
八
年
（
六
六
九
）
以

米
、
久
し
く
絶
え
て
い
た
遣
唐
使
派
遣
が
決
ま
る
（
2
1
。
石
母
田
正

氏
の
見
解
に
よ
る
と
、
こ
の
遣
唐
使
の
派
遣
の
意
義
は
唐
に
律
令
制



定
を
伝
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
べ
；
；
日
本
が
大
宝
律
令
制

定
に
よ
っ
て

H
指
し
た
も
の
は
、
中
国
王
朝
を
中
心
と
す
る
大
抑
界

秩
序
の
中
に
お
い
て
、
そ
れ
に
包
含
さ
れ
る
小
世
界
秩
序
を
形
成
す

る
こ
と
、
つ
ま
り
、
中
国
王
朝
限
界
を
模
倣
し
な
が
ら
、
自
己
開
界

を
形
成
す
る
と
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
主
律
令
制
定
の
日
本
が
犯

っ
た
国
際
的
章
義
と
し
て
は
、
「
東
夷
の
小
帝
国
」
と
し
て
の
白
ら

の
体
制
を
法
制
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
王
朝
に
冊
封
さ
れ
て

い
る
朝
鮮
半
島
諸
国
を
日
木
が
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
矛
盾
、
不
安

定
さ
、
弱
体
さ
を
補
強
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
遣

唐
使
派
遣
に
お
い
て
、

H
本
は
唐
に
「
東
夷
の
小
帝
同
」
と
し
て
の

地
位
を
承
認
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
日
本
は
大
宝
律
令
定

成
後
、
す
ぐ
に
遣
唐
使
を
派
遣
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
に
中
国
王
朝

中
心
の
世
界
か
ら
の
離
脱
の
意
志
が
な
か
っ
た
と
と
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
再
び
日
本
は
東
ア
ジ
ア
世
界
に
自
ら
飛
び

込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

七

儀

伎

と

衛

府

律
令
国
家
の
軍
事
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
儀
伎
に
つ
い
て
、

同
島
公
氏
の
「
外
交
と
儀
礼
」
、
武
悶
佐
知
子
氏
の
「
儀
礼
と
衣
服
」

な
ど
を
参
考
に
、
『
延
喜
式
』
に
「
大
儀
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い

る
元
日
朝
賀
儀
を
中
心
に
み
て
い
こ
う
と
思
う
が
、
ま
ず
、
そ
も
そ

も
律
令
国
家
期
に
お
け
る
国
家
儀
礼
の
も
つ
役
割
・
本
質
と
は
何
か

を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

田
島
公
氏
や
鳥
谷
知
刊
文
氏
に
よ
る
と

2
1
、
同
家
の
長
で
あ
る
天

皇
と
百
官
・
公
民
・
夷
狭
・
蕃
同
と
の
臣
従
関
係
を
、
演
劇
的
に
再

現
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
天
皇
と
他
の
斉
と
の
支
配
関
係

H
天
自
主
と

臣
下
と
の
位
置
関
係
を
空
間
の
中
に
視
覚
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
律

令
国
家
儀
礼
の
本
質
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
律
令
同
家
の
儀
礼
が
最
も
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が

元
日
朝
賀
儀
で
あ
ろ
う
。
必
け
朝
賀
儀
と
は
「
大
儀
」
の
一
つ
で
、

東
ア
ジ
ア
の
小
帝
国
と
し
て
の
律
令
国
家
の
地
位
を
維
持
す
る
と
と

も
に
、
支
配
者
隔
が
抱
く
国
際
怠
識
を
満
足
さ
せ
る
に
不
可
欠
な
儀

式
で
あ
り
、
「
賓
礼
」
の
一
行
事
と
し
て
の
役
割
も
は
た
し
た
儀
式

の
こ
と
で
、
律
令
国
家
と
そ
の
王
権
を
束
ア
ジ
ア
慌
界
の
な
か
に
位

置
づ
け
る
電
要
な
舞
台
長
置
の
役
割
を
は
た
し
た
も
の
で
あ
る
。
と

の
た
め
に
派
手
な
儀
伎
や
た
く
さ
ん
の
儀
杖
兵
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
儀
伎
兵
こ
そ
衛
府
の
兵
上
達
に
他
な
ら
な
い
。

で
は
、
こ
の
元

H
朝
賀
儀
に
お
い
て
の
衛
府
の
役
割
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
宮
衛
A
H

』
に
よ
る
と
、

凡
一
死
日
朔

u。
計
有
衆
集
。
及
蕃
容
宴
会
辞
見
。
地
口
L
U
儀
杖
。

と
あ
り
、
衛
府
の
儀
伎
を
た
て
る
行
動
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

『
大
儀
』
の
と
き
は
、
衛
府
は
隊
列
を
組
ん
で
朝
堂
院
の
中
を
儀
伎

を
た
て
な
が
ら
パ
レ
ー
ド
し
て
、
隊
列
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
正
月
甲
巾
朔
条
に
は
、

霊
亀
元
年
春
正
月
申
申
朔
。
天
皇
御
大
極
殿
受
朝
。
自
主
太
子
始

加
礼
服
拝
朝
。
陸
奥
出
羽
蝦
夷
井
南
嶋
奄
美
。
夜
久
。
度
感
。

伝
覚
。
球
美
観
寸
米
朝
。
各
貢
方
物
。
其
儀
。
朱
雀
門
左
右
。
陣

列
鼓
吹
騎
兵
。
元
曾
之
日
。
用
鉦
鼓
白
是
始
矢
（
後
略
）
。

と
か
か
れ
て
お
り
、
右
の
記
事
を
さ
ら
に
具
体
的
に
し
て
い
く
た
め

の
史
料
と
し
て
、
九
位
紀
の
実
態
を
記
し
た
『
延
長
日
式
』
巻
四
万
左

右
近
衛
府
大
儀
条
が
あ
る
。
朝
賀
に
お
け
る
近
衛
の
行
動
を
た
ど
っ

て
み
る
と
、
ま
ず
始
め
に
、

其

U
寅
二
魁
。
始
撃
動
鼓
一
－
一
度
。
度
別
平
声
九
ド
。
即
A
H

装
束
。

と
、
朝
賀
当
日
の
「
寅
二
魁
」
（
午
前
三
時
半

i
問
時
）
に
「
一

A

一度」

の
「
動
鼓
」
を
介
凶
に
大
将
か
ら
近
衛
合
人
ま
で
「
装
束
」
す
る
。

そ
の
際
の
き
ら
び
や
か
な
「
装
束
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
次
に
、

卯
一
魁
撃
列
陣
鼓
一
度
。
ポ
「
声
九
下
。

と
、
「
卯
一
位
」
（
午
前
五
時

1
五
時
半
）
、
「
列
陣
鼓
」
が
撃
た

れ
、
全
員
所
定
の
隊
形
に
整
列
す
る
。
こ
の
時
点
で
、
す
で
に
百
官

は
報
堂
院
の
な
か
に
列
立
し
て
い
る
（
；
；
次
に
、

卯
一
一
一
拙
撃
進
陣
鼓
一
二
度
。
度
別
九
下
。
（
中
略
）
伎
初
進
撃
行

鼓
A

一
一
度
。
度
別
傑
正
七
円
三
一
ト
。
持
就
隊
一
卜
中
将
中
小
将
監
以
下
。
隊

於
大
槻
殿
南
階
下
。
大
小
将
率
将
監
以
下
。
隊
於
中
務
陣
以
北
。

（
若
華
客
朝
作
汗
。
降
隊
於
能
尾
道

4

卜
。
其
隊
幡
小
幡
各
約
数
。
）
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八

龍
像
議
幡
一
続
。
（
中
断
）
鷹
像
隊
幡
凶
旗
。
小
幡
叫
川
二
続
。

（
中
略
）
鉦
鼓
各
一
面
（
中
略
）
将
監
率
将
曹
以
下
隊
於
大
鰍

殿
以
北
後
殿
南
。
並
居
胡
床
。
（
中
略
）

と
、
「
卯
一
二
胆
」
（
午
前
六
時

i
六
時
半
）
に
「
進
陣
鼓
」
を
撃
ち

行
進
態
勢
に
入
る
。
つ
い
で
「
行
鼓
」
を
合
図
に
、
近
衛
の
儀
伎
は

行
進
を
始
め
、
所
定
の
整
列
場
所
に
整
列
す
る
。
す
な
わ
ち
、
中
将

が
将
監
以
下
を
率
い
、
大
極
殿
の
南
階
下
に
隊
列
し
、
大
小
将
が
将

監
以
下
を
率
い
、
市
中
務
陣
の
北
に
隊
列
し
、
将
監
が
将
曹
以
下
を
率

い
、
大
極
殿
の
北
の
後
殿
の
雨
に
整
列
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
繋
列
し
た
儀
杖
兵
に
彩
ら
れ
た
大
極
殿
に
技
場
す
る
天

皇
に
拝
礼
す
る
朝
賀
の
儀
式
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
朝

賀
が
終
わ
っ
た
あ
と
、

礼
畢
鴛
還
供
奉
如
初
。
兵
庫
寮
撃
退
鼓
。
群
官
退
出
。
誌
撃
退

隊
鼓
‘
一
一
度
。
度
別
九
下
。
（
中
略
）
徐
府
以
次
相
応
。
還
入
本

府
。
各
撃
鉦
五
下
。
解
陣
。

と
、
「
兵
庫
寮
」
の
「
退
鼓
」
と
と
も
に
、
「
群
官
」
が
「
退
出
」

し
、
次
に
近
衛
府
が
「
退
隊
鼓
」
が
鳴
っ
た
ら
、
「
本
府
」
に
還
り

「
解
陣
」
と
な
る
。
と
れ
が
、
「
大
儀
」
に
お
け
る
近
衛
府
の
動
き

で
あ
り
、
左
布
兵
衛
府
・
左
右
衛
門
府
も
こ
れ
に
準
じ
、
近
衛
府
に

続
い
て
行
動
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
と
で
注
意
し
て
お
き
た

い
こ
と
は
蕃
客
使
来
朝
時
の
特
別
規
定
で
あ
る
。
も
し
蕃
客
使
が
来

た
と
き
に
は
、
大
極
殿
殿
下
・
殿
庭
に
陣
列
し
て
い
た
近
衛
府
は
龍

尾
道
下
に
、
龍
尾
道
下
、
昭
慶
門
内
に
陣
列
し
て
い
た
兵
衛
府
は
、

会
日
目
門
の
南
北
に
左
右
陣
列
し
、
会
呂
門
下
、
応
天
門
下
、
そ
の
他

の
諸
門
に
陣
列
し
て
い
た
衛
門
府
は
応
天
門
の
南
北
に
左
右
陣
列
し

そ
の
時
の
隊
幡
・
小
幡
は
従
来
の
倍
の
数
た
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
蕃
客
使
は
応
天
円
か
ら
会
日
日
門
を
通
り
、
朝
庭
に
入
っ
て
く
る

そ
の
道
筋
に
衛
府
官
人
・
隊
幡
・
小
幡
を
従
来
の
倍
の
数
配
置
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
蕃
客
使
に
国
力
の
強
大
さ
を
意
識
さ
せ
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。

衣

服

令

と

衛

府

九
さ
ら
に
、
そ
れ
が
凶
家
の
意
志
と
し
て
は
っ
き
り
意
図
さ
れ
て
い

る
と
と
が
わ
か
る
も
の
と
し
て
、
衛
し
肘
の
装
束
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
武
出
佐
知
子
氏
の
「
儀
礼
と
衣
服
」
に
依
拠
し
て
論
を
す

す
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
氏
は
論
の
中
で
、
特
に
「
会
集
の
日
」

に
注
目
さ
れ
て
、
衣
服
の
観
点
か
ら
武
官
（
衛
府
）
の
役
割
を
解
明

さ
れ
て
い
る
。
『
衣
服
令
』
は
律
令
的
位
階
秩
序
を
、
衣
服
及
び
冠

．
帯
な
ど
に
よ
っ
て
呉
体
的
・
視
覚
的
次
元
に
お
い
て
表
ぷ
す
る
も

の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
親
王
・
諸
正
・
文
官
・

女
宮
は
、
い
ず
れ
も
品
階
・
位
階
ご
と
の
衣
服
制
の
異
同
を
規
定
す

る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
武
官
と
な
る
と
位
階
に
相
即
的

に
は
対
応
せ
ず
、
官
職
に
即
し
た
か
た
ち
で
衣
服
の
規
定
が
な
さ
れ

て
る
。
こ
れ
は
、
『
衣
服
令
』
武
官
朝
服
条
の
規
定
の
日
的
自
体
が
、

他
条
と
は
異
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
『
衣
服
令
』
武
官
朝
版
条

に
本
花
の
形
で
繰
り
返
し
「
会
集
の
日
」
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

が
、
「
会
集
の

U
」
に
つ
い
て
の
規
定
は
他
条
に
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
礼
服
の
着
用
規
定
の
適
用
を
う
け
な
い
、
五
位
相
当
以
下

の
階
闘
の
者
た
ち
が
、
特
別
の
け
に
ま
と
う
べ
き
、
礼
服
に
匹
敵
す

る
衣
服
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
結
巣
、
つ
ま
り
、
武
行
の
衣
服
の
荘

厳
が
特
に
要
求
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ヨ
条
が

「
会
集
の
日
」
を
念
頭
に
編
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
実
際
に
『
衣
服
令
』
武
官
朝
服
条
や
、
『
延
喜
式
』
な
ど
に
は
、

官
職
こ
と
に
服
装
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
視
覚
的
に
も
荘
厳
な
衣
装

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
衣
服
令
』
武
官
朝
服
条
「
私
案
」
に
は
、

頭
巾
・
腰
帯
・
横
刀
・
機
・
履
・
位
襖
な
ど
武
宵
が
日
常
的
に
、
官

人
の
一
員
と
し
て
備
え
る
べ
き
も
の
は
私
に
備
え
、
禰
格
・
作
甲
・

紺
襖
・
出
相
・
鯨
襖
・
末
綾
な
ど
朝
廷
の
儀
式
に
お
け
る
特
別
の
任
務

で
必
要
な
も
の
は
官
に
よ
っ
て
備
え
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
「
会

集
の
日
」
の
装
束
的
荘
厳
性
を
期
し
て
悶
家
が
自
ら
整
え
て
い
る
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。

総

括

ワ山F
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衛
府
は

た
め
の
華

パ
レ
ー
ド

調
し
、
参

・
公
民
・

め
る
こ
と

て
、
儀
礼

た
し
て
い

l
ド
の
必

て
存
在
し

る
重
要
な

ま
た
、

の
郊
労
や

て
た
り
、

わ
か
る
よ

と
が
わ
か

こ
の
よ

役

割

を

演

れ
た
も
の

も
の
で
あ

衛
士
の
人

し
て
い
く

以
上
、

に
一
づ
の

同
際
情
勢

大
観
点
か

が
あ
る
と

府

の

役

割

な
い
存
夜

役
割
と
は

中
央
軍
縮

、a

仁
、
S
I

L
T
K

し
・
カ

衛府の役割を儀礼の観点から論じてきたが、こ乙

法則性を見いだすことができると思う。儀礼とは
を象徴するもので、さらに、制度・場・儀礼の二

ら調べていくと、儀礼と衛府の変遷に密綾な関係
とである。また、『儀式』にも、儀礼における衛

を詳しく述べられており、儀礼には衛府が欠かせ
であったことははっきりしている。では、衛的の

一体何であったのだろうか。私の見解では、当然

、｛円城讐衛という役割も噴要な役割であったに泣
律令国家期においては、対外政策上、諸外国、

註
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島 学

儀
礼
に
お
い
て
国
家
の
威
容
を
視
覚
的
・
聴
覚
的
に
一
ぶ
す

麗
で
荘
厳
な
舞
台
装
揮
で
あ
り
、
衛
府
の
荘
厳
な
陣
列
・

に
よ
り
、
天
皇
、
ひ
い
て
は
日
本
の
威
厳
・
荘
厳
性
を
強

加
者
を
畏
怖
さ
せ
、
律
令
同
家
の
強
大
さ
、
天
皇
と
百
官

夷
秋
・
蕃
固
と
の
支
配
関
係
の
秩
序
の
普
遍
牲
を
知
ら
し

が
意
関
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
衛
府
は
そ
の
儀
礼
に
お
い

の
目
的
を
貫
徹
す
る
た
め
の
演
劇
者
と
し
て
の
役
割
を
果

た
。
そ
の
た
め
に
も
大
規
模
な
人
員
と
訓
練
さ
れ
た
パ
レ

要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
衛
府
が
巨
大
な
軍
隊
組
織
と
し

た
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
衛
府
は
儀
礼
に
お
け

役
割
を
担
っ
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
。

宮
佳
儀
礼
の
軍
事
的
パ
レ
ー
ド
の
み
に
限
ら
ず
、
人
京
時

客
館
で
の
慰
労
、
使
者
慰
労
の
芸
人
五
な
ど
で
も
儀
伎
を
た

使
占
と
し
て
の
任
務
を
行
な
っ
た
り
し
て
い
た
こ
と
に
も

う
に
、
衛
府
が
儀
礼
全
般
に
重
要
な
役
割
を
し
て
い
た
こ

る。う
に
、
衛
府
は
国
家
儀
礼
・
外
交
儀
礼
に
お
い
て
重
要
な

じ
て
お
り
、
決
し
て
軍
事
的

H
的
に
よ
っ
て
の
み
創
設
さ

で
は
な
く
、
同
等
に
儀
礼
的
目
的
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た

る
と
い
え
る
。
そ
の
証
拠
に
外
交
儀
礼
の
衰
退
に
伴
い
、

数
も
変
化
し
て
い
き
、
ま
た
、
衛
府
制
度
も
同
鎌
に
変
化

特
に
新
羅
に
た
い
し
て
、
視
覚
的
・
聴
覚
的
な
軍
事
的
心
理
的
威
一
仕

を
か
け
る
演
劇
装
置
と
し
て
重
要
な
存
伝
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

だ
か
ら
、
朝
賀
儀
に
お
い
て
も
、
武
宵
や
衛
府
に
特
別
な
役
割
（
軍

事
パ
レ
ー
ド
）
や
衣
服
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

衛
府
の
大
規
模
な
パ
レ
ー
ド
に
よ
り
、
日
本
の
国
力
を
み
せ
、
小
中

華
帝
同
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
、
朝
鮮
諸
国
に
対
し
て
よ
り
優
位
な

立
場
に
立
ち
た
か
っ
た
の
、
た
ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
、
衛
府
が
儀
式
に

お
い
て
最
も
必
要
と
さ
れ
て
い
た
時
期
に
は
、
外
交
儀
礼
も
活
発
に

行
な
わ
れ
、
逆
に
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
以
後
、
王
朝
国
家
期
に
お

い
て
は
、
新
羅
と
の
国
交
が
な
く
な
り
、
店
と
も
疎
遠
と
な
っ
て
い

き
、
外
交
の
必
要
性
が
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
と
と
も
に
、
衛
府

も
変
化
し
て
い
き
、
儀
伏
兵
と
し
て
の
役
割
を
失
い
、
音
楽
、
競
馬

な
ど
遊
興
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
衛

府
の
衰
退
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
。
外
交
儀
礼
の
必
要
性
が
喪
失

し
、
儀
礼
の
場
が
朝
堂
院
か
ら
内
裏
へ
変
化
し
て
い
く
の
に
あ
わ
せ

て
衛
府
の
役
割
が
変
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

総
括
し
て
い
う
と
、
推
十
日
朝
は
同
家
と
し
て
の
口
覚
め
、
－
大
智
朝

は
律
令
国
家
建
設
試
行
期
、
天
武
・
持
統
朝
は
律
令
同
山
本
草
成
期
、

八
駅
紀
は
律
令
国
家
完
成
期
、
九
位
紀
は
律
令
国
家
崩
壊
期
と
い
え

る
。
外
交
儀
礼
も
こ
の
流
れ
に
準
じ
、
八
世
紀
に
最
盛
期
を
迎
え
、

九
院
紀
に
衰
退
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
衛
府
は
律
令
国
家
と
と
も
に

牛
ま
れ
、
律
令
国
家
崩
壊
と
と
も
に
姿
を
変
え
て
い
っ
た
存
在
で
あ

る
と
い
え
る
。
こ
の
外
交
儀
礼
に
お
け
る
演
劇
装
置
も
必
要
が
な
く

な
る
と
、
一
部
の
遊
興
的
見
抑
物
と
な
り
、
後
の
国
風
文
化
の
担
い

手
と
な
っ
て
い
く
。

qa 
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武
同
佐
知
子
「
儀
礼
と
衣
服
」
（
『
ま
つ
り
ご
と
の
展
開
』

岸

俊

男

編

所

収

中

央

公

論

社

一

九

八

六

年

）

笹
山
晴
生
「
五
衛
府
制
の
成
立
と
展
開
」
（
『
日
本
市
代
衛

府

制

度

の

研

究

』

所

収

前

掲

）

『
日
本
書
紀
』
天
智
七
年
九
月
発
巳
条
・
天
智
八
年
是
歳
条

阿
組
問
定
生
「
七

1
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
と
日
本
」
（
『
日
本

一

歴

史

の

国

際

環

境

』

所

収

東

京

大

学

出

版

会

一

九

八

五

年
）『

日
本
書
紀
』
天
武
二
年
五
月
乙
酉
条

『
日
本
書
紀
』
一
大
武
五
年
四
月
辛
赴
条

符
山
崎
生
「
兵
衛
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『

H
本
占
代
の

政

治

と

文

化

』

所

収

青

木

和

夫

先

生

還

暦

記

念

会

編

古

川

弘

文

館

一

九

八

七

年

）

『
日
本
書
紀
』
天
武
凶
年

1
月
庚
寅
条

『
日
本
書
紀
』
天
武
十

1
年
四
月
丙
戊
条

笹
山
崎
生
「
兵
衛
に
つ
い
て
の
一
去

J

察
」
（
前
掲
）

早
川
庄
八
『
日
本
の
歴
史

4

律

令

国

家

』

（

小

学

館

一

九
七
四
年
）

武
田
佐
知
子
「
儀
礼
と
衣
服
」
（
前
拘
）

下
向
井
龍
彦
「
け
本
律
令
軍
制
の
形
成
過
程
」
（
史
学
雑
誌

一
O
O
編

第

六

号

一

九

八

九

年

）

『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
是
年
条

『
日
本
書
紀
』
よ
り

『
日
本
書
紀
』
天
武
阿
年
二
月
発
未
条

武
問
佐
知
子
「
儀
礼
と
衣
服
」
（
前
掲
）

『
日
本
書
紀
』
天
武
十
年
三
月
甲
午
条

ド
向
井
龍
彦
「
日
本
律
令
軍
制
の
基
本
構
造
」
（
史
学
研
究

一

七

五

行

一

九

八

七

年

）

よ

り

『
延
喜
式
』
と
は
、
一
一
代
式
の
一
で
全
五
十
巻
。
藤
原
時
半

・
忠
平
ら
が
、
延
ぃ
立
口
五
年
（
九

O
五
）
醍
醐
天
皇
の
命
に
よ

り
編
集
に
着
手
。
延
長
五
年
（
九
二
七
）
完
成
。
さ
き
に
編

纂
さ
れ
て
い
た
弘
仁
・
貞
観
の
今
宇
式
お
よ
び
そ
の
後
の
の
式

を
取
捨
し
集
大
成
し
た
も
の
。

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（
刊
）

（
日
）

（
口
）

14 13 
（
日
）

（
凶
）

（
口
）

（
凶
）

（
叩
）

（
却
）

（
引
）

『
日
本
書
紀
』
持
統
四
年
九
月
乙
亥
条

『
日
本
書
紀
』
天
武
同
年
二
月
己
丑
条

『
日
本
書
紀
』
持
統
八
年
十

A

A

月
乙
卯
条

『
日
本
書
紀
』
持
統
六
年

1
一
月
戊
戊
条

「
藤
原
宮
木
簡
一
」
「
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
1
．
木
簡

概
報
冗
・
六
」

『
H
本
書
紀
』
よ
り

『
続
日
本
紀
』
大
宗
元
年
八
月
実
卯
条

『
続
日
本
紀
』
大
京
一
バ
年
正
月
丁
酉
条

石
母
国
王
「
天
皇
と
『
諸
蕃
』
｜
大
宝
令
制
定
の
意
義
に
関

連
し
て
｜
」
（

7
h
時
間
正
若
作
集

4
占
代
凶
家
論
』
所

収

宕

波

書

店

‘

九

七

今

年

）

田
島
公
「
外
交
と
儀
礼
」
・
鳥
谷
智
文

け
る
近
衛
府
の
研
究
」
（
前
掲
）

『
儀
式
』
巻
第
六
一
元
止
受
朝
賀
儀

（
幻
）

（
出
）

（
民
）

（
お
）

（
却
）

（
幻
）

（
却
）

（
却
）

（
却
）

（
出
）

（
幻
）

「
王
朝
国
家
期
に
お
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